
 瀬戸市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。  

  平成２６年９月３０日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第４０号 

瀬戸市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則  

瀬戸市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１０年瀬戸

市規則第１８号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（入居者の資格） （入居者の資格） 

第２条の２ 条例第６条の老人、身体障害者その

他の特に居住の安定を図る必要がある者として

規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該

当する者とする。ただし、身体上又は精神上著

しい障害があるために常時の介護を必要とし、

かつ、居宅においてこれを受けることができ

ず、又は受けることが困難であると認められる

者を除く。 

第２条の２ 条例第６条の老人、身体障害者その

他の特に居住の安定を図る必要がある者として

規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該

当する者とする。ただし、身体上又は精神上著

しい障害があるために常時の介護を必要とし、

かつ、居宅においてこれを受けることができ

ず、又は受けることが困難であると認められる

者を除く。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

⑸ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第６条第１項に規定する被保護者又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）

第１４条第１項に規定する支援給付（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立支援に関する法律の一部を改正する法

⑸ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第６条第１項に規定する被保護者又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第１項に規定する支援給付

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立支援に関する法律の一部を改

正する法律（平成１９年法律第１２７号）附



律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条

第１項に規定する支援給付及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律の一部を改正する法律

（平成２５年法律第１０６号）附則第２条第

１項又は第２項の規定によりなお従前の例に

よることとされた支援給付を含む。）を受け

ている者 

則第４条第１項に規定する支援給付を含

む。）を受けている者 

⑹から⑻まで ＜省略＞ ⑹から⑻まで ＜省略＞ 

２ 条例第６条第２号ア(ア)a の規則で定める障

害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応

じ当該各号に定めるとおりとする。 

２ 条例第６条第２号ア(ア)a の規則で定める障

害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応

じ当該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴ 身体障害 前項第２号アに規定する程度  ⑴ 身体障害 第１項第２号アに規定する程度 

 ⑵及び⑶ ＜省略＞ ⑵及び⑶ ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

別表（第１８条関係） 別表（第１８条関係） 

入居者 要件 

２０歳未満の

子を扶養して

いる寡婦 

母子及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和３９年法律第１２９

号）第６条第１項に規定する配

偶者のない女子で、２０歳未満

の子を扶養しているもの（同居

している者のうちに２０歳以上

で、かつ、経常的収入を得る職

業に就いている者がいるものを

除く。）であること。 

２０歳未満の

子を扶養して

いる寡夫 

母子及び父子並びに寡婦福祉

法第６条第２項に規定する配偶

者のない男子で、２０歳未満の

子を扶養しているもの（同居し

ている者のうちに２０歳以上

で、かつ、経常的収入を得る職

業に就いている者がいるものを

除く。）であること。 

入居者 要件 

２０歳未満の

子を扶養して

いる寡婦 

母子及び寡婦福祉法（昭和３

９年法律第１２９号）第５条第

１項に規定する配偶者のない女

子で、２０歳未満の子を扶養し

ているもの（同居している者の

うちに２０歳以上で、かつ、経

常的収入を得る職業に就いてい

る者がいるものを除く。）であ

ること。 

２０歳未満の

子を扶養して

いる寡夫 

配偶者のない男子で、２０歳

未満の子を扶養しているもの

（同居している者のうちに２０

歳以上で、かつ、経常的収入を

得る職業に就いている者がいる

ものを除く。）であること。 

 

 



＜省略＞ ＜省略＞ 
 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

  

第１号様式、第３号様式、第４号様式、第６号様式から第８号様式まで、

第１０号様式から第１２号様式まで、第１６号様式、第２３号様式、第２

５号様式、第２７号様式、第２９号様式、第３０号様式、第３２号様式及

び第３４号様式中「瀬戸市長 殿」を「（宛先）瀬戸市長」に改める。  

附 則 

 この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。  

 


